
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2016 年（平成 28 年） 

 1 月 15 日（金） 
発行：税理士法人 SBC パートナーズ

大阪市北区太融寺町 3 番 24 号 

日本生命梅田第二ビル 3 階

 

 

 

「新春元氣が出るセミナー」 
《東京開催》 

日 時：2016 年 2 月 15 日（月） 

13:30～16：30(受付 13:00～) 

講 師：  

第 1 部 税理士法人ＳＢＣパ ー ト ナ ー ズ 

代表社員 柴田 昇 
 

第 2 部 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 創業者 

特別講師 宗次 德ニ氏 
 

対  象：経営者・幹部役員・資産家 
 

定 員：100 名 （先着順） 
 

参加費：1 名様 3,000 円（税込） 
 

会 場：AP 渋谷道玄坂渋東ｼﾈﾀﾜｰ（受付：13F）  
〒150-0043 

東京都渋谷区道玄坂 2 丁目 6-17 

※ 渋谷駅直結、ＴＯＨＯシネマズのビルです 
 

お問 合 せ：税理士法人 SBC ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 

Tel: 03－5468－3336 

（担当：吉田・森田） 

SBC Seminar
 

セミナー案内 

 

 

 

過去 5 年間継続して青色申

告で、法人税、消費税につ

いて期限内申告、源泉所得

税も含め期限内納付が条件

です。各種申告等手続のい

ずれかで e-Tax を利用して

いること、法人税で不正計

算がなく、申告漏れ割合が

10％以下であることも要求

されます。更に代表者の納

税姿勢なども問われ、家族

も含め仮名・借名預金がな

いこと、取引先等の不正に

加担していないこと、税務

調査等に対し理解と協力が

得られることも要件です。

Ｓｃｏｐｅ 

優良法人の表敬基準 

SBC 
優良申告法人制度の指針見直し 

5 年後の調査は、原則「指導」に変更 
過去の申告事績や調査結果から一定の基準を満たした法人につ

いて、所轄税務署長から、優良申告法人として表敬される制度が

あるが、この表敬基準が見直され、昨年 7 月から新たな基準によ

って表敬が行われている。 

優良申告法人に対する表敬は事務運営指針により行われるが、

同指針が 26 年 6月に見直されたもの。これまでは、表敬後 5 年ご

とに再表敬が妥当か否かの調査がおこなわれていたが、今後は、

「調査」で優良申告法人として表敬された場合、５年後に「調査」

ではなく「個別指導」が実施され、この「個別指導」で一定基準

を満たすと引き続き表敬が行われ、その後 4 年経過後に「調査」

で改めて表敬の判断がなされることとなる。旧事務運営指針によ

り表敬された優良申告法人に対しても、今後「個別指導」による

表敬が行われる場合もある。 

また、表敬基準の一つに、「過去 5 年間の法人税の申告所得金額

が、所轄国税局管内の有所得 1 法人あたりの平均申告所得金額等

以上の水準であること」があったが、この基準が過去 3 年間の法

人税の申告所得金額に引き下げられ、更に、法人税の申告所得金

額のみでなく、消費税の納税額基準による判定でもよいこととさ

れた。例えば、法人税の申告所得金額が基準に満たない場合であ

っても、直近 3 年間の消費税の納税額が基準を満たし、その他の

基準もクリアしている場合には、表敬される可能性もあるという

ことだ。 

優良申告法人とは、「申告納税制度の趣旨に即した適正な申告と

納税を継続し他の納税者の模範としてふさわしいと認められる法

人」であり、こうした法人に対して、敬意を表すとともに、今後

の適正な申告納税への期待を込めて、所轄税務署長から表敬状が

授与される。 

それだけに表敬基準は厳しく、過去の申告事績や調査事績に基

づく「机上審査における基準」のすべてを満たす法人のうち、実

際の「調査における基準」のすべてを満たした法人が初めて表敬

されることになるが、今回の事務運営基準の見直しにより、その

門戸は若干広がったということもできよう。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

［注意］ 当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合､または当記事を利用することにより生じた損失や損害等については､
　　　　　いかなる場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。


